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アンソニー・ブラック氏の選任プロセス及び選任の目的に関する疑念 

 

 

フジテック株式会社（以下「フジテック」といいます。）の提案に係る社外取締役候

補者であるアンソニー・ブラック氏の選任プロセス及び選任の目的につき疑義・不可解

な点があることが判明しましたので、以下のとおり、ご報告を申し上げます。  

 

 

１ アンソニー・ブラック氏に関する疑義の概要（選任プロセスに関する疑義及び出身

母体に関する疑義） 

 

フジテックは、同社提案に係る社外取締役候補者の選任プロセスについて、合理的

な具体的根拠を示すことなく、「独立性、客観性及び透明性が十分に担保されてい

る」と強弁してきました。しかしながら、少なくともフジテックが提案する社外取締

役候補者の１人であるアンソニー・ブラック氏の選任プロセスに独立性、客観性及び

透明性が担保されているとは到底考えられません。現在の取締役会のもとにおけるフ

ジテックが「上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンスを忠実かつ確

実に確立するための取組を迅速かつ着実に進めて」いると謳っておりますが、これに

まさに逆行するものです。 

具体的には、フジテックの現社外取締役であるトーステン・ゲスナー氏は競合他社

である米国のエレベーター会社「オーチス・エレベーター・カンパニー」（以下「オ

ーチス社」といいます。）の元幹部（約２０年間在籍）であるところ、アンソニー・

ブラック氏（約３６年間在籍）も同じくオーチス社の元幹部です。 

競合他社での同僚である元幹部を２名も社外取締役にすることは、様々な知見を取

り入れるというダイバーシティーの精神には反します。従って、フジテックの経営上

の利益を図るという目的ではない、何か疑わしい他の目的があることが強く推認され

ます。 



 

２ 社外取締役候補者の選任プロセスに関するフジテックの主張 

 

弊社は、令和５（２０２３）年５月１７日、フジテックに対し、「貴社は、外部専

門家を採用する理由として、指名プロセスの客観性・透明性・一貫性を理由として述

べておりますが、貴社においては、これまで、外部専門家を採用した実績はないもの

と認識しております。その意味で、何らの一貫性もありません。また、外部専門家に

ついて、利益相反がないと言い切れるわけでもなく、その意味で『客観性・透明性』

が高まるわけでもありません。何れ外部専門家の意見に基づき指名・報酬委員会、そ

して取締役会で審議するわけですから、その点での懸念は残ります。今回に至り、外

部専門家を採用した納得のいく理由をお知らせください。特に、貴社は、令和５年３

月２４日、指名・報酬諮問委員会の委員構成を社外取締役３名とすることを公表され

たばかりですが、それにもかかわらず、さらに、外部専門家を採用する理由が判然と

いたしません。指名・報酬諮問委員会の委員である社外取締役３名では、取締役候補

の適正を判断できないのでしょうか。」との質問状を送付しました。 

これに対して、フジテックは、同日、弊社に対して、「貴書面では、『１．株主提案

候補者とのインタビュー』『（３） 経営人材コンサルティングの外部専門家』と題し

て、指名・報酬諮問委員会が外部専門家を起用した理由についてお尋ねになっていま

す。ご指摘のとおり、同委員会は、２０２３年３月２４日に独立社外取締役３名のみ

によって組成され、その判断の独立性、客観性及び透明性は十分に担保されているも

のと考えておりますが、取締役候補者の選定に関しては、当社の取締役会が必要かつ

十分な専門性と多様性を備えることができるかという観点から、社内外を問わず適任

者を探索し、経歴のみならず、対面又はオンラインでの質疑応答などを通じてその資

質・知識・経験・専門性等の確認を行っており、その際に、選任プロセスの公平性を

担保するとともに、客観性・透明性をより高めるために外部専門家の支援を受けてき

たという経緯があります。今回の面談に当たっても、選任プロセスの一貫性を確保す

るために、同一の外部専門家の支援を受けることを予定しておりましたが、当該外部

専門家からは上記面談日時はどうしても調整がつかない旨の連絡を受けましたので、

次善の策として、別の外部専門家の起用に至った次第です。」（注：下線部は弊社が付

記）との回答文を送付されました。 

尚、フジテックが提案している６名の取締役候補に対しては、弊社取締役 候補者

４名の面談に関与した外部専門家とは異なる会社が関与しているとしております。し

かし、この外部専門家がどのような形で関与したかは、不明です。さらに、フジテッ

クは弊社の社外取締役候補の評価を公平に行うために、外部の専門家を起用したとし

ています。2 社の異なる専門家を起用し、会社提案候補向け、株主提案候補向けに分

けて、それぞれ異なる、公平性が保たれない形で行っております。さらには、公表文



書では、なぜ、会社提案役員と株主提案役員とで異なる外部専門会社を活用したの

か、そのような方法で取締役の選任手続きの公平性が保たれるのかについて、一切の

説明がなく不可解です。つじつまの合わない、方便を言っていることが強く疑われま

す。 

このように、フジテックは、同社提案に係る社外取締役候補者の選任プロセスにつ

いて、合理的な具体的根拠を示すことなく、「独立性、客観性及び透明性が十分に担

保されている」と強弁してきました。 

 

３ 取締役候補者の面談に際して外部専門家を使い分けていたことについて 

 

しかしながら、実際には、フジテック提案の取締役候補者に対する面談と、弊社提

案の取締役候補者に対する面談には、それぞれ異なる外部専門家が利用されていまし

た。すなわち、フジテックは会社提案の取締役候補者と、弊社提案の取締役候補者と

で、面談に関与させる外部専門家を使い分けていました。 

このように、フジテックの取締役候補者に対する面談は公平性が保たれない形で行

われていたにもかかわらず、フジテックが公表した文書には、外部専門家を使い分け

た理由について説明がないどころか、そもそも外部専門家を使い分けた事実それ自体

について一切言及されていませんでした。 

以上のような取締役選任のプロセスに「独立性、客観性及び透明性が十分に担保さ

れている」といえるはずがありません。 

 

４ アンソニー・ブラック氏の選任プロセス及び選任の目的について 

 

少なくとも、フジテックが提案する社外取締役候補者の１人であるアンソニー・ブ

ラック氏の選任プロセスに独立性、客観性及び透明性が担保されているとは到底考え

られません。 

すなわち、添付の、オーチス社が、平成１７年（２００５）年３月２１日に、ニュ

ージャージー州に提出した年次報告書には、フジテックの現社外取締役であるトース

テン・ゲスナー氏と、同社が推薦する社外取締役候補者であるアンソニー・ブラック

氏は、いずれも平成１６（２００４）年４月１日時点のオーチス社の「DIRECTORS 

AND OFFICERS」であると記載されています（なお、アンソニー・ブラック氏はトース

テン・ゲスナー氏の直下に列記されており、両者がオーチス社において近い職位であ

ったと考えられます。）。この記録に基づくと、トーステン・ゲスナー氏とアンソニ

ー・ブラック氏とは、遅くとも平成１６（２００４）年から現在に至るまで約１９年

間もの長期にわたる親交があることが強く推認されます。 



すなわち、フジテックは、「選任プロセスの公平性を担保するとともに、客観性・

透明性をより高めるため」に、外部専門家の支援を受けて、社外取締役候補者を選任

していると強弁しておきながら、実際には、指名・報酬諮問委員会の審議や外部専門

家の支援は形だけのものに過ぎず、オアシス・ジャパン・ストラテジック・ファンド

の推薦によって社外取締役となったトーステン・ゲスナー氏が、自身の知己であるア

ンソニー・ブラック氏を社外取締役として招き入れようとしているという状況である

と推認されます。このように、少なくともアンソニー・ブラック氏の選任プロセスは

極めて不適切である可能性が高く、それゆえ、同氏が真に独立した判断をするとは到

底考えられません。したがって、アンソニー・ブラック氏が社外取締役となった場合

には、株主全体の利益を考えない経営判断が行われることが強く疑われます。アンソ

ニー・ブラック氏が、オーチス社の株式、ストックオプション等を保有している可能

性があり、そのような点が事実である場合、将来、フジテックとオーチス社との間

で、なんらかの取引が行われる際には、利益相反が発生し得る懸念があります。  

また、フジテックの社外取締役候補者は６名であるところ、そのうちの２名を競合

他社であるオーチス社の元同僚である元幹部とする必要性は皆無であり、却って様々

な知見を取り入れるというダイバーシティーの精神には反します。従って、あえて競

合他社の元幹部である２名も取締役にするということには、フジテックの経営上の利

益を図るという目的ではない、何か疑わしい他の目的があることが強く推認されま

す。 

 

４ 弊社の今後の対応につきまして 

 

以上のとおり、アンソニー・ブラック氏の選任プロセス及び選任の目的には疑義が

あり、場合によっては、フジテックに甚大な不利益が及ぶ事態が危惧されます。しか

しながら、真のフジテックの利益のためには、このような事態は決して看過すること

はできません。弊社はフジテックに対して質問状を送付するなど、実態の解明に向け

て、でき得る限りの措置を講じてまいる所存です。更に判明した事実等がございまし

たら株主の皆様にご報告を申し上げます。 

 

引き続き、真のフジテックの利益のため、ご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

添付：平成１７年（２００５）年３月２１日付、ニュージャージー州に提出した年

次報告書 
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